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広島県臨床心理士会規約 

制    定：平成 4年 4月 1日 

直近改正：令和 4 年 11 月 6 日 

 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、広島県臨床心理士会と称する。 

 

（事務局） 

第２条 本会は、〒732-0052広島市東区光町1丁目11-5-1111 に事務局を置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 本会は、会員相互の連携を密にし、会員の職業倫理、資質、技能の向上、及びその活動の健全な発展と普及をはかり、人々

の心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 

（１）会員の臨床心理活動の健全な発展とその普及に関する諸事業 

（２）心の健康と福祉の増進に関する社会の負託に応えるための事業 

（３）会員の資質と技能の向上のための研修会等の開催事業 

（４）会報などの発行及びウェブサイトの運用に関する事業 

（５）関連諸団体との連携及び協力に関する事業 

（６）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

 

第３章 会員 

（会員） 

第５条 本会の会員は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する「臨床心理士」資格取得者であり、本会の趣旨に賛同

する広島県内に在住または在職し、本会に入会した者とする。 

２． 広島県外に在住または在職する公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する「臨床心理士」資格取得者で、本会の

趣旨に賛同する者は、理事会の過半数の承認を受けて本会に入会することができる。 

 

（入会） 

第６条 会員になろうとする者は、本会の定める入会申込書を会長に提出しなければならない。会員登録に際し、理事会において別

に定める職能領域の中から、自らの所属する主たる部会を一つ選択しなければならない。但し、副たる部会として複数の部

会に登録できる。 

 ２． 第９条（３）の会費滞納により資格を喪失した者が再度入会を希望する場合は、未納分の会費を納入した後に、入会申込書

を提出することができる。 

 

（任意退会） 

第７条 会員は、本会の定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第８条 会員が次のいずれかに該当する場合には、理事会の決議により当該会員を除名することができる。 

（１）本会の規約、諸規程、または一般社団法人日本臨床心理士会の定める倫理規程、倫理綱領並びに公益財団法人日本臨床

心理士資格認定協会の定める臨床心理士倫理規定等に違反したとき 
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（２）本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき 

 

（資格喪失） 

第９条 前２条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合には、その会員資格を喪失する。 

（１）当該会員が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき 

（２）臨床心理士資格を喪失したとき 

（３）２年分以上会費を滞納したときには、その会員資格を喪失する 

 

（権利） 

第１０条 会員は、本会が主催する諸事業及び諸活動へ参加することができる。 

２．  会員は、本会が発行する会報等を定期購読することができる。 

 

（義務） 

第１１条 会員は、本会の規約、諸規程のほかに、一般社団法人日本臨床心理士会の倫理規程及び倫理綱領、並びに公益財団法人日

本臨床心理士資格認定協会の臨床心理士倫理規定を遵守しなければならない。 

 

 

第４章 役員 

（役員） 

第１２条 本会には、次の役員をおく。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 ２名 

（３）事務局長 １名 

（４）事務局次長 １名 

（５）理事  １５名 

（６）監事  ２名 

（７）部会代表 若干名 

（８）顧問及び相談役 若干名 

２．  前項の役員のうち（１）から（４）は理事から選任される。 

 

（選任） 

第１３条 理事は、会員による選挙に基づき選任する。理事選挙については、別に規程を定める。 

２．  会長、副会長、事務局長、事務局次長の選任は、理事会において理事の互選によってこれを行い、理事の過半数の賛成に

よる決議を受けて選出されるものとする。 

３．  監事は、理事会の推挙により決定され、会長が委嘱する。但し、理事の中より選出することは認めない。 

４．  部会代表は、理事会の推挙により決定され、会長が委嘱する。 

５．  顧問及び相談役は、理事会の推挙により決定され、会長が委嘱する。 

 

（職務） 

第１４条 本会の役員は、次の職務を遂行する。 

（１）会長は、会務を統括し、本会を代表する 

（２）副会長は、会長を補佐し、必要なときにはその職務を代行する 

（３）事務局長は、会務のうち事務遂行のために事務局を組織する 

（４）事務局次長は、事務局長を補佐し事務局を運営する 

（５）理事は、理事会を構成し、会務を執行する 

（６）監事は、本会の会計並びに、会務を監査し、総会に報告する 

（７）部会理事は、各専門部会を組織し統括する 

（８）部会代表は、部会理事を補佐し各専門部会を運営する 

（９）顧問及び相談役は、理事会に招集され会の発展に資する助言等を行う 
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（任期） 

第１５条 第１２条の理事は、その任期を３年とし、再任は連続２期６年とする。 

２．  理事に欠員が生じた場合には、選挙の次点者をもって補うことができる。但し、この場合は前任者の任期を引き継ぐ。 

３．  監事の任期は、３年とし、再任は認めない。 

４．  部会代表の任期は、１年とし、再任はこれを妨げない。 

 

 

第５章 総会 

（種別） 

第１６条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（構成及び機能） 

第１７条 総会は、会員により構成され、以下の事項を審議する。 

（１）規約の改廃 

（２）事業報告及び決算報告 

（３）事業計画及び予算計画 

（４）年会費の額 

（５）解散 

（６）そのほか運営に関する重要事項 

 

（開催） 

第１８条 定期総会は、毎事業年度に１回開催する。 

２．  臨時総会は、理事会が必要と認め招集の請求をしたときに開催する。この場合、開催の１週間前までに会員に通知する。 

 

（招集） 

第１９条 総会は、会長が招集する。 

 

（議長） 

第２０条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。 

 

（定足数） 

第２１条 総会は、委任状（議長委任）を含め会員の3分の１の出席をもって成立する。 

 

（決議） 

第２２条 総会の決議は、出席者の過半数の賛成をもって決する。 

 

（議事録） 

第２３条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第２４条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（機能） 

第２５条 理事会は、本会の執行機関として、この規約で定めているもののほか、次の事項を決議する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会の決議した事項の執行に関する事項 

（３）事務局の組織及び運営に関する事項 

（４）そのほか総会の決議を要しない会務の執行に関する事項 
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２．  理事会は、会務の執行に必要な委員会等を設置することができる。 

３．  理事会は、本会の発展に資する目的のために顧問及び相談役を置くことができる。 

 

（開催） 

第２６条 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。 

 

（招集） 

第２７条 理事会は、会長が招集する。 

 

（議長） 

第２８条 理事会の議長は、副会長がこれに当たる。 

 

（定足数） 

第２９条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。 

 

（決議） 

第３０条 理事会の議事は、理事の出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

 

第７章 運営 

（会計） 

第３１条 本会の運営費は、次の各号による。 

（１）会員の納付する年会費 

（２）事業にともなう収入 

（３）寄付金 

（４）その他の収入 

 

（会費） 

第３２条 会員の年会費は、８，０００円とする。 

 

（監査） 

第３３条 監事は、前年度事業報告及び決算報告を監査し、総会において報告しなければならない。 

 

（年度） 

第３４条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

第８章 規約の変更 

（規約の変更） 

第３５条 本規約は、理事会及び総会の決議において出席者の３分の２以上の同意をもって変更することができる。 

 

 

第９章 雑則 

（規程及び細則） 

第３６条 本会の運営及び本規約の施行に必要な規程または細則等は、本規約に別に定めがある場合を除き、理事会の決議を得てこ

れを定める。 

 

 

附則１． 本規約は、平成4年4月1日より発効する。 

  ２． 本規約は、令和元年7月14日より施行する（一部改正）。 
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  ３． 本規約は、令和4年11月6日より施行する（一部改正）。 


